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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　告　　　　示　

京都府告示第584号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第４
項において準用する同法第105条の２第３項の規定によ
る届出を審査した結果、次の区域及び区分において同法
第108条第２項の規定による同意があったものと認めた。

　令和７年12月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

区　　　　　　域 区　　　　　分

舞 鶴 区 域 大型定置漁業

京都府告示第585号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第２項の規定により、次の地域の公共測
量（令和６年京都府告示第598号）が令和７年５月29日
終了した旨測量計画機関の長である京都府中丹広域振興
局長から通知があった。

　令和７年12月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

　測量の地域
　綾部市栗町地内

　公　　　　告　

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条
第１項の規定による変更の届出があったので、その届出
書及び添付書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置している者がその周
辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい
て意見を有する者は、縦覧期間満了の日までに、大規模
小売店舗立地法施行細則（平成12年京都府規則第38号）
第８条第１項に規定する書面を添えて、意見書を提出す
ることができる。

　令和７年12月２日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　届出事項の概要
　⑴　届出者の名称及び住所並びに代表者の氏名
　　　芙蓉総合リース株式会社
　　　東京都千代田区麹町五丁目１番地１
　　　代表取締役　織田　寛明
　⑵　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　フレッシュバザール長岡京店
　　　長岡京市神足大張12の１の一部ほか
　⑶　変更の内容

変更した
事　　項 変 更 前 変 更 後 変　更

年月日 変更理由

大規模小売
店舗におい
て小売業を
行う者の氏
名又は名称
及び住所並
びに法人に

株式会社さ
とう
福知山市東
野町１番地
代表取締役
佐藤　総二
郎

株式会社さ
とう
福知山市東
野町１番地
代表取締役
佐藤　祥一

令
 7. 5.13 小売業を行う

者の代表者の
変更のため

告　　　　　示

○漁業災害補償法に基づく共済契約締結の
同意の認定　 （水産事務所）  841
○公共測量の終了　 （用地課）   〃

公　　　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づく変更の届
出　 （中小企業総合支援課）  841

本号251202K
本号251202K.indd   841本号251202K.indd   841 2025/11/27   16:15:112025/11/27   16:15:11



月額購読料 2,930円

令和７年12月２日　火曜日　　　

842

京  都  府  公  報

本号251202K

あっては代
表者の氏名

２　届出年月日
　　令和７年10月29日
３　縦覧場所
　　京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
４　縦覧期間
　　令和７年12月３日から令和８年４月３日まで
５　意見書の提出先
　　京都府商工労働観光部中小企業総合支援課
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